
記

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

聴聞の場所

第 46 号

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

による聴聞を次により行う。

広島県広島市中区基町１番４号

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

広 島 県 公 安 委 員 会



記

令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

第 47 号

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日

広 島 県 公 安 委 員 会



記

広島県広島市中区基町１番４号

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

聴聞の場所

第 48 号

広 島 県 公 安 委 員 会



記

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

第 49 号

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

広 島 県 公 安 委 員 会



記

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

第 50 号

広 島 県 公 安 委 員 会



記

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

第 51 号

広 島 県 公 安 委 員 会



記

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

第 52 号

広 島 県 公 安 委 員 会



記

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

第 53 号

広 島 県 公 安 委 員 会



記

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

第 54 号

広 島 県 公 安 委 員 会



記

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

第 55 号

広 島 県 公 安 委 員 会



記

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

第 56 号

広 島 県 公 安 委 員 会



記

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

第 57 号

広 島 県 公 安 委 員 会



記

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

第 58 号

広 島 県 公 安 委 員 会



記

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

第 59 号

広 島 県 公 安 委 員 会



記

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

第 60 号

広 島 県 公 安 委 員 会



記

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

第 61 号

広 島 県 公 安 委 員 会



記

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

第 62 号

広 島 県 公 安 委 員 会



記

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

第 63 号

広 島 県 公 安 委 員 会



記

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

第 64 号

広 島 県 公 安 委 員 会



記

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

第 65 号

広 島 県 公 安 委 員 会



記

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

第 66 号

広 島 県 公 安 委 員 会



記

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

第 67 号

広 島 県 公 安 委 員 会



記

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

第 68 号

広 島 県 公 安 委 員 会



記

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

第 69 号

広 島 県 公 安 委 員 会



記

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

第 70 号

広 島 県 公 安 委 員 会



記

第 71 号

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

広 島 県 公 安 委 員 会



記

第 72 号

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

広 島 県 公 安 委 員 会



記

第 73 号

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

広 島 県 公 安 委 員 会



記

第 74 号

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

広 島 県 公 安 委 員 会



記

第 75 号

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

広 島 県 公 安 委 員 会



記

広島県広島市中区基町１番４号

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

第 76 号

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

聴聞の場所

広 島 県 公 安 委 員 会



記

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日

第 77 号

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

広 島 県 公 安 委 員 会



記

第 78 号

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

広 島 県 公 安 委 員 会



記

て、同条第３項において準用する同法第７５条第４項の規定に基づく公開

聴聞の期日 令和７年５月２９日  午前１０時００分開始

広島県警察本部別館基町庁舎　西館３階会議室

聴聞の場所 広島県広島市中区基町１番４号

第 79 号

道路交通法第７５条の２第２項の規定による車両の使用制限命令につい

による聴聞を次により行う。

令 和 7 年 5 月 15 日

広 島 県 公 安 委 員 会


